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大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
終
了
し
総
額
で

前
年
度
比
20
億
７
千
万
円
を
削
減

　

平
成
22
年
度
の
志
賀
町
一
般
会
計
予
算

は
１
２
３
億
８
千
万
円
で
す
。

　

昨
年
度
当
初
予
算
対
比
で
△
20
億
７
千

万
円
と
大
幅
に
減
額
し
た
予
算
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
要
因
と
し
て
は
、
歳
入
で
原
子
力

発
電
所
２
号
機
大
規
模
償
却
資
産
税
の
減

や
景
気
低
迷
に
よ
る
法
人
町
民
税
の
減

少
、
国
か
ら
の
各
種
交
付
金
の
減
額
が
大

き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。

　

歳
出
で
は
、
当
町
の
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
っ
た
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
事
業

（
高
浜
地
区
街
路
事
業
お
よ
び
西
山
台
定

住
促
進
住
宅
地
造
成
事
業
）、
領
家
漁
港

整
備
事
業
な
ど
が
終
了
し
た
こ
と
や
、
国

の
公
共
事
業
の
削
減
な
ど
で
、
投
資
的
経

費
が
大
き
く
減
額
さ
れ
た
、
緊
縮
型
の
予

算
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
将
来
的
な
歳
入
の
減
額
見
込
み

を
考
慮
し
、
財
政
負
担
の
軽
減
を
図
る
た

め
、
通
常
の
義
務
的
経
費
も
抑
制
し
て
い

く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
お
り
、
継

続
的
に
行
財
政
改
革
を
推
進
し
、
健
全
な

財
政
運
営
を
目
指
し
ま
す
。

今
年
度
の
主
な
事
業

「
町
民
自
ら
の
提
案
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

事
業
」

　

公
募
な
ど
に
よ
る
無
報
酬
の
委
員
16
人

以
内
で
組
織
し
、
ま
ち
づ
く
り
事
業
を
提

案
す
る
事
業
で
す
。

「
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置

費
用
に
係
る
補
助
事
業
」

　

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置

す
る
町
民
に
、
最
大
28
万
円
を
補
助
す
る

事
業
で
す
。

「
観
光
地
魅
力
ア
ッ
プ
事
業
」

　

巌
門
園
地
内
の
施
設
整
備
。
こ
れ
ま
で

に
「
世
界
一
長
い
ベ
ン
チ
」、「
ヤ
セ
の
断

崖
の
周
辺
整
備
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
統
合
小
学
校
建
設
事
業
」

　

統
合
小
学
校
建
設
資
金
と
し
て
１
億
円

の
基
金
積
立
を
行
い
ま
す
。

「
農
業
共
同
利
用
施
設
改
修
事
業
及
び
生

産
調
整
推
進
事
業
」

　

Ｊ
Ａ
志
賀
が
事
業
主
体
と
し
て
実
施

す
る
共
同
利
用
施
設
の
改
修
に
計
１
，

３
５
０
万
円
。
こ
れ
ま
で
に
確
立
し
た
生

産
調
整
へ
の
取
り
組
み
に
対
す
る
事
業
へ

の
助
成
や
有
機
栽
培
米
の
生
産
に
対
す
る

助
成
な
ど
で
す
。

平成 22年度予算

平
成
22
年
度　

一
般
会
計
予
算　

決
ま
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
２
３
億
８
千
万
円

　
町
税
…
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
頂
い
た
税
金
で
す
。

町
債
…
大
き
な
事
業
を
行
う
た
め
に
国
や
県
、
金
融
機

関
な
ど
か
ら
借
り
入
れ
る
お
金
で
す
。

県
支
出
金
…
特
定
の
行
政
目
的
を
も
っ
て
、
特
定
の
事

務
・
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
充
て
る
た
め
に
県

か
ら
支
出
さ
れ
る
お
金
で
す
。

地
方
消
費
税
交
付
金
…
県
が
徴
収
し
た
税
金
の
一
部
が

町
へ
交
付
さ
れ
る
お
金
で
す
。

地
方
譲
与
税
…
皆
さ
ん
か
ら
頂
い
た
国
の
税
金
の
一
部

が
一
定
の
基
準
に
よ
り
町
に
譲
与
さ
れ
る
お
金
で
す
。

地
方
交
付
税
…
国
が
徴
収
す
る
税
金
の
中
か
ら
町
の
財

政
需
要
に
応
じ
て
交
付
さ
れ
る
お
金
で
す
。

諸
収
入
…
特
定
の
歳
入
の
た
め
の
科
目
で
は
な
く
他
の

収
入
科
目
に
含
ま
れ
な
い
収
入
を
ま
と
め
た
科
目
で
す
。

繰
入
金
…
他
の
会
計
や
基
金
か
ら
収
入
と
し
て
繰
り
入

れ
る
資
金
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

財
産
収
入
…
公
有
財
産
の
う
ち
行
政
財
産
を
除
い
た
財
産

の
貸
付
や
運
用
等
に
よ
る
収
入
で
す
。
基
金
運
用
利
息

な
ど
で
す
。

分
担
金
・
負
担
金
…
町
で
行
う
特
定
の
事
業
に
よ
り
特

別
の
利
益
を
受
け
る
人
か
ら
、
そ
の
受
益
を
限
度
と

し
て
徴
収
す
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
保
育
所
の
保
育

料
な
ど
で
す
。

使
用
料
・
手
数
料
…
公
の
施
設
等
の
利
用
料
金
や
特
定

の
人
に
対
す
る
役
務
の
対
価
な
ど
で
す
。
例
え
ば
施

設
の
使
用
料
金
や
住
民
票
の
写
し
の
発
行
手
数
料
な

ど
で
す
。

国
庫
支
出
金
…
町
が
法
令
に
基
づ
き
実
施
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
務
や
国
と
相
互
に
利
害
関
係
の
あ
る
事

業
な
ど
に
対
し
て
、
国
が
負
担
す
べ
き
も
の
の
総
称
で

す
。
負
担
金
・
補
助
金
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

義
務
的
経
費
…
法
令
に
よ
り
そ
の
支
出
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
経
費
で
す
。
こ
の
比
率
が
高
く
な
る
と
、
町
の

財
政
が
硬
直
化（
ゆ
と
り
が
な
い
こ
と
）
を
示
し
ま
す
。

消
費
的
経
費
…
経
費
支
出
の
効
果
が
、
当
該
支
出
年
度

ま
た
は
極
め
て
短
期
間
で
終
わ
る
も
の
に
支
出
さ
れ
る

経
費
で
す
。

投
資
的
経
費
…
社
会
資
本
の
整
備
に
要
す
る
経
費
で
あ

り
、
普
通
建
設
事
業
費
と
災
害
復
旧
事
業
費
か
ら
な
っ

て
い
ま
す
。

用
語
解
説

自主財源とは町税など町が自主的に収
入できる財源のことをいいます。

依存財源とは地方交付税や町債など自
主財源以外の財源のことをいいます。
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わが町の財政

特　別　会　計 予算等金額　※(　)は前年度比

国民健康保険特別会計 28億459万1千円(△　0.7％ )

老 人 保 健 特 別 会 計 385万7千円(△56.6％)

後期高齢者医療特別会計 3億1,803万7千円(　　　3.7％ )

農業集落排水事業特別会計 8億5,119万4千円(   2.6％ )

公共下水道事業特別会計 8億9,688万円 (△37.5％)

地域し尿処理施設整備事業特別会計 4,046万6千円(△19.6％)

簡 易水道事業特別会計 1,771万7千円(△   3.1％ )

介 護 保 険 特 別 会 計 24億3,395万1千円( 　 0.9％ )

町立診療所事業特別会計 1億5,781万3千円(  11.1％ )

ケーブルテレビ事業特別会計 2億3,748万3千円(△　6.1％ )

企 業　会　計 予算等金額　※(　)は前年度比

水 道 事 業 会 計 12億4,898万7千円(△　5.4％ )

町 立富来病院事業会計 13億5,954万9千円(△　1.8％ )

　予算総額　２２７億５，０５２万５千円（▲ 10.5％）　

特別会計・企業会計は特定の
事業や資金など、一般会計と
区別して経理する必要がある
会計です。

一般会計　52 万 2,120 円

町民１人あたりの予算額

95 万 9,493 円
特別会計・企業会計　43 万 7,373 円

企   業   会   計

一   般   会   計特　別　会　計

民　生　費
130,601 円

公　債　費
84,283 円

土　木　費
 37,892 円

教　育　費
  47,822 円

下水道費
75,431 円

総　務　費
  83,842 円

議　会　費
   5,148 円

病院事業
63,994 円

衛　生　費
51,960 円

水道事業
53,423 円

消　防　費
18,933 円

商工労働費
 23,485 円

農林水産業費
   37,099 円

そ　の　他
1,055 円

老人保健医療
13,576 円

国民健康保険
118,282 円

ケーブルテレビ
10,016 円

介護保険
102,651 円

一 般 会　計 予算等金額　※(　)は前年度比
一 般 会 計 123億8千万円（△ 4.3％）

（平成 22年 3月 1日現在の人口 23,711 人で計算）
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志
賀
町
国
民
健
康
保
険
税
の

　
　
　

税
率
が
統
一
さ
れ
ま
し
た

志
賀
町
の
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）

は
、
合
併
時
の
急
激
な
負
担
の
変
化
や

十
分
な
検
討
時
間
を
確
保
す
る
必
要
性
な
ど
か

ら
、
不
均
一
課
税
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

合
併
し
て
５
年
目
を
迎
え
、
旧
町
ご
と
に
異

な
る
状
態
を
解
消
し
、
税
負
担
の
公
平
を
図
る

た
め
、
医
療
分
と
介
護
分
の
税
率
を
下
記
の
よ

う
に
改
正
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
正
の
特
徴
は
、
被
保
険
者
数
の
多

い
世
帯
お
よ
び
所
得
が
少
な
く
固
定
資
産
税
の

多
い
世
帯
の
負
担
の
軽
減
を
考
慮
し
た
形
を

取
っ
て
い
ま
す
。

　

国
保
税
率
は
そ
の
年
の
医
療
費
を
予
測
し
、

そ
の
医
療
費
か
ら
国
保
加
入
者
の
自
己
負
担
額

と
国
や
県
の
負
担
金
を
除
い
た
分
を
ま
か
な
え

る
よ
う
に
決
定
し
ま
す
。

　

高
齢
化
が
急
速
に
進
む
中
、
医
療
機
関
な
ど

で
の
受
診
回
数
の
増
加
、
高
度
医
療
技
術
の
進

展
な
ど
の
要
因
も
重
な
り
、
国
保
が
医
療
機
関

へ
支
払
う
医
療
費
も
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

国
保
財
政
を
健
全
に
運
営
す
る
た
め
給
付
と

負
担
の
公
平
化
が
図
れ
る
よ
う
、
被
保
険
者
の

皆
さ
ん
に
は
こ
れ
ら
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
国
保
税
の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

改正前

平成21年度まで

志賀地域 富来地域

医　療　分

所得割 5.5％ 6.9％

資産割 32％ 45％

均等割 25,000 円 30,000 円

平等割 30,000 円 35,000 円

後期高齢者
支　援　金　分

所得割 1.7％

資産割 4.5％

均等割 6,200 円

平等割 7,200 円

介　護　分

所得割 0.66％ 0.56％

資産割 5％ 4.7％

均等割 6,100 円 5,500 円

平等割 4,000 円 3,300 円

平成22年度から

全 地 域

6.5％

20％

25,000 円

31,000 円

1.7％

4.5％

6,200 円

7,200 円

1.2％

4.5％

6,700 円

5,800 円

改正後

①
所
得
割

　

収
入
か
ら
必
要
経
費
を
除
い
た
後
の

　

所
得
を
基
に
計
算
さ
れ
る
税
額

　

平
成
21
年
中
の
（
総
所
得
金
額
ー
基

　

礎
控
除
額
33
万
円
）
×
税
率

②
資
産
割

　

固
定
資
産
税
の
額
を
基
に
計
算
さ
れ

　

る
税
額

　

平
成
22
年
度
の
（
土
地
・
家
屋
に
か

　

か
る
固
定
資
産
税
額
）
×
税
率

③
均
等
割

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る
家
族
１
人
当

　

た
り
に
定
額
で
か
か
る
税
額

④
平
等
割

　

１
世
帯
当
た
り
に
定
額
で
か
か
る
税
額

※
①
〜
④
を
「
医
療
分
」、「
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
」、「
介
護
分
」
に
そ
れ
ぞ

れ
当
て
は
め
、
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ

て
計
算
し
た
合
計
額
が
１
年
間
の
国
民

健
康
保
険
税
額
に
な
り
ま
す
。

な
お
、「
介
護
分
」
は
、
40
歳
か
ら
64
歳

ま
で
の
人
が
対
象
で
す
。
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シ
リ
ー
ズ
第
１
回

国
民
健
康
保
険　

Ｑ
＆
Ａ

〜
資
格
手
続
き
・
保
険
証
に
つ
い
て
〜

Q　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
っ
て
な
ん

で
す
か

Ａ　

国
民
は
、
だ
れ
で
も
ど
こ
か
の
健
康

保
険
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
国
民

皆
保
険
制
度
）
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
保
は
、
職
場
の
健
康
保
険
や
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
（
長
寿
医
療
制
度
）
に
加
入

し
て
い
る
人
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る

人
以
外
の
す
べ
て
の
人
が
加
入
す
る
保
険

で
す
。

Q　

会
社
を
退
職
し
た
の
で
国
保
に
入
り

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
す
れ
ば
よ

い
で
す
か

Ａ　

印
鑑
、
退
職
証
明
書
ま
た
は
離
職
票

を
持
参
し
て
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。
65
歳

未
満
で
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
な
ど
の
老

齢
（
退
職
）
年
金
を
も
ら
っ
て
い
る
人
は
、

年
金
証
書
も
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。（
退
職

者
医
療
制
度
に
該
当
し
ま
す
。）

Q　

就
職
し
て
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加

入
し
ま
し
た
。
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
か

Ａ　

勤
務
先
か
ら
国
保
へ
の
連
絡
は
な
い

の
で
、
国
保
を
や
め
る
に
は
必
ず
届
出
が

必
要
で
す
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
国

保
税
が
か
か
っ
た
ま
ま
に
な
り
ま
す
。

　

資
格
の
切
れ
た
国
保
の
保
険
証
を
使
え

ば
、
国
保
か
ら
負
担
し
た
医
療
費
（
７
割

ま
た
は
８
割
）
を
あ
と
で
返
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
職
場
の
保
険

証
が
で
き
た
ら
す
み
や
か
に
届
出
し
て
く

だ
さ
い
。
届
出
に
は
印
鑑
、
国
保
の
保
険

証
と
勤
務
先
の
保
険
証
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

Q　

子
ど
も
が
就
学
の
た
め
町
外
に
住
所

を
移
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
志
賀

町
の
国
保
に
そ
の
ま
ま
加
入
で
き
ま
す
か

Ａ　

加
入
で
き
ま
す
。
就
学
中
の
被
保
険

者
の
特
例
に
基
づ
き
、
別
途
に
保
険
証
を

交
付
し
ま
す
。
親
元
の
国
保
の
保
険
証
と

印
鑑
、
お
子
さ
ん
の
在
学
証
明
書
（
ま
た

は
学
生
証
の
コ
ピ
ー
）
を
持
参
し
、
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。

Q　

外
国
人
な
の
で
す
が
、
国
民
健
康
保

険
に
加
入
で
き
ま
す
か

Ａ　

原
則
外
国
人
登
録
を
し
て
お
り
、
適

法
に
在
留
期
間
１
年
以
上
で
あ
れ
ば
強
制

加
入
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
旅
行
者
な

ど
の
短
期
滞
在
者
（
在
留
期
間
１
年
未
満
）

の
場
合
は
、
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
加
入
資
格
要
件
な
ど
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
住
民
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

Q　

保
険
証
を
失
く
し
た
の
で
再
交
付
す

る
の
に
何
が
必
要
で
す
か

Ａ　

印
鑑
と
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
を
持
参
し
て

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

家
の
外
で
失
く
し
た
場
合
は
、
近
く
の

交
番
へ
必
ず
紛
失
届
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。

Q　

高
齢
受
給
者
証
に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。

Ａ　

高
齢
受
給
者
証
は
、
70
歳
以
上
75
歳

未
満
の
人
に
交
付
さ
れ
ま
す
。
所
得
に
応

じ
た
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
大
切
に
保
管
し
、
お
医
者

さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、
保
険
証
と
一
緒

に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
高
齢
受
給
者
証

は
、
70
歳
の
誕
生
日
の
月
末
に
住
民
課
か

ら
郵
送
さ
れ
、
翌
月
（
１
日
生
ま
れ
の
人

は
そ
の
月
）
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。

Q　

保
険
証
が
使
え
な
い
の
は
ど
ん
な
と

き
で
す
か

Ａ　

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
国
保
の
保

険
証
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

健
康
診
断
、
予
防
接
種
、
美
容
整
形
、

正
常
な
妊
娠
・
出
産
、
歯
な
ら
び
の
矯
正

な
ど
病
気
や
ケ
ガ
と
み
な
さ
れ
な
い
と
き
。

　

仕
事
上
で
の
病
気
や
ケ
ガ
（
労
災
保
険

が
適
用
さ
れ
る
と
き
。）

　

ケ
ン
カ
や
故
意
に
よ
る
病
気
や
ケ
ガ
は
、

給
付
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

Q　

職
場(

会
社
な
ど)

の
健
康
保
険
の
扶

養
家
族
に
入
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合

で
す
か

Ａ　

本
人
の
年
収
が
１
３
０
万
円
未
満

（
60
歳
以
上
お
よ
び
身
障
者
は
１
８
０
万

円
未
満
）
で
職
場
の
健
康
保
険
加
入
者
の

収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
た
て
て
い
る
人
は

扶
養
家
族
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。
年
収

の
基
準
は
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

加
入
し
て
い
る
社
会
保
険
に
お
問
い
合
せ

わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
保
に
関
す
る
届
出
や
申
請
手
続
き
は
、

住
民
課
ま
た
は
富
来
支
所
総
合
窓
口
へ

お
問
い
合
わ
せ　

志
賀
町
住
民
課　

国
保
年
金
担
当　
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